
令和８年度 

杉戸町集会所等省エネ推進事業補助金 

募集案内 

 

問合せ・申請窓口 
杉戸町 住民協働課 住民協働・コミセン担当 

☎0480-33-1111（内線283） 

 

 

 

 

【期間】４月１日～５月２９日（必着） 

  

          

 

 

 

 

 

主な選定基準 ※申請書に記入欄あり 

・緊急性（故障していてすぐに買い替えが必要、など） 

・集会所等の利用状況（週 1回はサロンで利用している、など） 

 

 

【期間】６月１日～１１月３０日（必着） 

第一次エントリー終了後に、まだ予算が残っている場合は、第二次エン

トリーを募集します。 

先着順で受け付けますが、予算の上限に達したら終了します。  

申請期間 

第
一
次
エ
ン
ト
リ
ー 

第
二
次
エ
ン
ト
リ
ー 

期間中の申請額合計が 

予算内かどうか。 

全ての申請に交付決定 

対象団体を選定して交付決定 

予算内 

予算超過 

6月 1日から順次 



１．補助率                            

導入経費の２／３ 

 

２．補助対象となる団体                      

・行政区 

・自治会、町内会等 

 

３．補助対象となる施設                     

集会所や自治会館 （対象団体が管理・利用している施設） 

 

４．対象設備                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※町内事業者での購入・施工に限る。 

 

【補助例】 

導入設備 対象経費 補助額 行政区等の負担額 

LED照明器具 30万円 
20万円 

（対象経費の 2/3） 
10万円 

エアコン 180万円 

100万円 

（2/3は 120万円だが、上

限が 100万円） 

80万円 

合計 210万円 120万円 90万円 

  

LED照明器具 

50万円 

補助上限額 

・統一省エネラベル省エネ性能★４以上 

・（上記製品が調達できない場合） 

トップランナー基準達成製品 

電球形 LED ランプのみの
交換も対象（トップランナー
基準達成製品） 

） 
 

省エネ性能 
 4.0 

 

エアコン 

100万円 

補助上限額 

統一省エネラベル省エネ性能★２以上 

省エネ性能 
 2.0 

 
家庭用 

業務用 

トップランナー基準達成製品 

冷蔵庫 

20 万円 

補助上限額 

統一省エネラベル省エネ性能★3以上 

省エネ性能 
 3.0 

 



別表（対象設備の詳細） 

補助種別 対象となる事業及び設備の条件 補助率 補助限度額 

ＬＥＤ照

明器具の

導入 

ア ＬＥＤ照明器具 

次の全ての要件を満たすものとする。 

・集会所等へのＬＥＤ照明器具の導入（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）その他関係法令によ

り設置が定められている非常用の照明装置（非常灯）、誘導灯は対象外） 

・照明器具の取り付け方が、つり下げ形、直付け形、埋め込み形又は壁付

け形のものであること（スタンドライト、充電式のライト等持ち運び可能

な器具は対象外）。 

・エネルギー消費機器の小売事業者表示制度における省エネ性能の多段

階評価点が４．０以上（ただし、正当な理由により、当該基準に適合する

ＬＥＤ照明器具が調達困難である場合、トップランナー基準を達成する

ものを補助対象とする） 

 

イ 電球形ＬＥＤランプ 

次の全ての要件を満たすものとする。 

・既存の照明器具において、適合する電球形ＬＥＤランプへの交換 

・トップランナー基準を達成するもの 

補助対象

経費の３

分の２ 

５０万円 

省エネエ

アコンの

導入 

次の全ての要件を満たすものとする。 

・集会所等へのエアコンの導入 

・家庭用エアコン：エネルギー消費機器の小売事業者表示制度における

省エネ性能の多段階評価点が２．０以上 

・業務用エアコン：トップランナー基準を達成するもの 

補助対象

経費の３

分の２ 

１００万円 

省エネ冷

蔵庫の導

入 

次の全ての要件を満たすものとする。 

・集会所等への冷蔵庫の導入 

・エネルギー消費機器の小売事業者表示制度における省エネ性能の多段

階評価点が３．０以上 

補助対象

経費の３

分の２ 

２０万円 

 



５．補助対象経費                        

対象になる経費 

(1) 導入設備本体の購入費及び設置工事費 

(2) 導入設備本体と一体として使用される附属設備の購入費及び設置工事費 

(3) その他導入に必要な経費 

(4) 既存設備の処分等に係る経費 

(5) 前各号までの費用に係る消費税及び地方消費税相当額 

 

対象にならない経費 

(1) 各種保証料、保険料及び振込手数料 

(2) 既存設備等の劣化等に伴う修繕費及び補修費 

(3) サービス、ソフトウェア等の加盟料、登録料及び使用料 

(4) 中古品又はリース取引に基づき取得する費用 

(5) 同一の設備に対し、国、他の地方公共団体又は当町の補助金等の交付決定

若しくは支払を既に受けたもの又は受けようとするもの 

(6) 補助対象経費以外の経費と混同して積算されており、補助対象経費との区

別ができないもの 

  



６．補助金が交付されるまでの流れ（フロー図）          

 

申請者 

（行政区・自治会） 

 
杉戸町 住民協働課 

意思決定・見積徴取 

・総会等で設備導入を協議 

・町内事業者に見積依頼 

 

  

補助申請 

交付申請書（および添付書類）を準備

し、町へ提出 

 

 申請受理 

・申請書を受理・審査 

交付決定通知の受領 

 

 交付決定 

交付決定通知書を発送 

契約・発注 

事業者と契約・発注を行う。 

 

  

設備導入 

購入、設置工事を完了させる。 

 

  

実績報告 

実績報告書（および添付書類）を準備

し、町へ提出。 

提出期限：令和8年12月28日（必着） 

 報告受理 

実績報告書を受理・審査 

交付額確定通知の受領  交付額確定 

交付額確定通知書を発送 

交付請求 

請求書（および添付書類）を準備し、

町へ提出 

 請求書受理 

 

入金確認 

 

 振込手続き 

指定口座に補助金を振込む。 

  



７．補助金申請書類                       

 

①交付申請                             

・杉戸町集会所等省エネ推進事業補助金交付申請書（様式第１号） 

・導入設備について、対象となる設備の条件を確認できる資料（製品カタログ、仕様書

の写し等） 

・見積書及び見積内訳書の写し 

 

👉発注先の事業者に、見積書や仕様書（カタログ）の写しを依頼しましょう。 

  

 申請方法 

杉戸町住民協働課住民協働・コミセン担当宛に上記書類を提出してください。 

〇郵送・持参の場合 ⇒ 杉戸町清地2-9-29 

〇Eメールの場合 ⇒ juminkyodo@town.sugito.lg.jp 

 

②実績報告                             

・杉戸町集会所等省エネ推進事業実績報告書（様式第６号） 

・設備導入に係る領収書等の写し 

・導入製品の内訳及び費用内訳が分かる資料（請求書、請求内訳書、契約書の写し等） 

・設備導入後の完成写真 

 

👉完成写真は、導入した設備を全て撮影してください。 

 

 

③交付請求                             

・杉戸町集会所等省エネ推進事業補助金交付請求書（様式第８号） 

・通帳（口座番号や支店名が記載されているページ）のコピー 

 

👉口座名義のﾌﾘｶﾞﾅが確認出来るページをコピーしてください。 

 

 

※各様式は町ホームページからダウンロードできます。⇒ 

 

mailto:juminkyodo@town.sugito.lg.jp


８．Ｑ＆Ａ                          

Ｑ１ 

買い替えのみが対象？ 

Ａ１ 

新規購入も対象になります。 

LEDは電球のみの交換も対象になります。 

 

Ｑ２ 

対象経費の例は？ 

Ａ２ 

・購入費 

・設置工事費 

・（導入設備本体と一体として使用される）附属設備の購入費及び設置工事費 

・運搬費 

・（買い換えの場合）既存設備の処分費 

 

Ｑ３ 

LED・エアコン・冷蔵庫を同時に整備するのはそれぞれが対象になる？ 

Ａ３ 

それぞれの上限額まで交付対象となります（50万円+100万円+20万円＝最大170万円の補

助）。 

 

Ｑ４ 

LED照明を整備して補助金をもらった。その後、同一年度中にエアコン・冷蔵庫を整備し

たが対象になる？ 

Ａ４ 

2回目のエアコン・冷蔵庫は対象となりません。 

 

Ｑ５ 

2つの自治会で1つの集会所を使っている場合はどのように申請する？ 

Ａ５ 

2つの自治会連名で申請が可能ですが、補助総額の上限は1つの自治会が申請したときと

同額になります。この場合、行政区等ごとの補助額は、設備導入費等の負担割合に応じ

て按分します。 

（どちらかの自治会が代表して申請しても可です） 

 

 



Ｑ６ 

他の補助金と併用できるのか？ 

Ａ６ 

他の補助金との併用はできません。 

 

Ｑ７ 

すでに購入済みのものは対象になる？ 

Ａ７ 

町が交付決定した後に購入されたものだけが対象となります。 

 

Ｑ８ 

補助金はどのタイミングで振り込まれるのか？ 

Ａ８ 

原則、工事が完了し、実績報告した後に、町への請求書を提出していただきます。その

請求書に基づき支払いを行います。 

手元の資金が無く購入等ができない場合は、概算払いで交付することもできます。 

 

Ｑ９ 

発注先の事業者の指定はあるのか？ 

Ａ９ 

町内事業者に発注をお願いします。 

（町内に、本店、事務所、支社、支店、営業所がある事業者） 

 

Ｑ１０ 

令和8年度だけの補助事業なのか？ 

Ａ１０ 

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しているため、令和9年度以降

も実施できるかは未定です。 


